
参 加 資 格 要 件  

   

 

本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 

 

⑴ 次のいずれにも該当する者であること 

ア 過去 5 年以内に、自治体又は公的支援機関が実施する中小企業向け新規事業開発

支援又は高付加価値化支援業務を元請として受託し、誠実に履行した実績を有するこ

と 

イ セミナー、連続ワークショップ及び個別伴走支援を一体的に実施した実績を有す

ること 

ウ 複数企業を並行して支援可能な実施体制を有し、業務責任者、ワークショップ運営

担当者及び個別伴走支援担当者を配置できること 

エ 業務実績、実施体制並びに配置予定者の役割、専門性及び関連実績が確認できる資

料を提出できること。なお、実施体制については、役割分担及び人数体制が分かる内

容とすること 

 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復

権を得ない者 

 イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項に該当しな 

い者 

 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てが成され

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

 

 

 


